
一八社告示第 ５９号

令和 ８年Ａ．Ｒ１３日

一‾秤ぢをの嵬設に係る指定管Ｊｌ者の募集ぬ告

一Ｆ ｐＩＴ長 小 黔`寺 美を澀

１　 社１定管理１者募集概ダ

（１）施 設ネ　　　 一ＦＦ移住体験住宅

（２）所 在丿奥　　　 一ドぢ奥中Ｌね宇きｍ子１３０９番遨

（３）内　　 容　　　 一珊罵移住体験住宅の指定管肖１

（４）指定期間　　　 令和 ８年 ７ｊｊ１ 日か ら令和１１年 ３　Ｊｊ　３１　日まで

２　 申請受付期間　　 令和 ８年 ４　Ｊｊ　１３　日（Ｊｊ ）か ら令加８ 年４　Ｊ１　２４　日（を） まで

（ただし、土曜日 、日 曜日 及び祝日 は除 く。）

午前 ８　ＦＩか３０分から午後 ５時 １５ 分まで

提ｉ先　 干０２８－５３１ １　 岩手県二戸郡一戸ぢ高善寺宇大ＪＩ Ｉ鉢 ２４ 番ｔ９

－‾戸別役場　を画総務部政策企画ｔ

施設見学について も上記の期間で受付けるこ ととする。

３　 申請資格

（１）　 法人その他の団体であるこ と。

（２）　 団体又はその代表者が次の事項に該肖しない こと。

ア　 法律行為を行 う能力を有しない者

イ　 破産者で復権を得ない者

ウ　 地方 自治法施行令 （昭和２２年政令第１６号）第 １６７条の４ 第２ 項（回項を準万ｊする場合

を含む。 ）の規定によ り、 一般競争入札等の参加を制ほさ れている希

エ　 地方 自治法（昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号） 第２４４ 条の ２第 １１ 項の規定によ る指定のみ示 しを

受けたこ とがある者

オ　 指定管理１者の指定を委託 とみなした場合に、鳬方自 治伍第９２条の２ 、第 １４２条 （回条を

準ルｊす る場合を含む。） 、第 １８０条の５ 第６ 項の規定に抵触するこ とと なる者

カ　 会社・生法（平成 １４ 年也律第 １５４そ）‾反び只事再生法（平成 １１ 年法律第 ２２５号）の規

定に嵬づ く更生又は‾觜ｔ手続現始の申 立て をしている者



キ　 国税又は地方税を滞納している考

４　 照会先　 郵便番昜０２８－５３ １１　岩手県二‾戸郡一‾戸ＩＸ高善寺字大Ｊ ＩＩ 鉢２４番地９

一戸ぢ役場　企画総務部政策企画課

ダイ ヤルイン　０１９５－３３－４８５１ （内線１２１ ３）

５　 一万ぢ移住体験住宅指定菅垣１考募集要項の配ち

令和 ８年 ４１　１３　日（１） から令和 ８年 ４ヂｊ　２４　日（金） まで の一戸ぢの休 日に関す る条例（平

成２ 年一‾戸ち条例第 ８倚）に規定する 一‾いちの休 日（八下 「休 日」 とい う。 ）を 除く 毎日 午前

８時 ３０ 分から午後５ 時１５分まで、４ の照会先にて。

６　 質問事項の受付

令手口８ 年４　Ｊ１　１３　日（圭ｊ ）か ら令和８ 年４ １２０日 （大ｊ） までの休 日を除く 毎日 午前 ８時 ３０

分か ら午後５ 時１５分まで、募集要項の内容等に関する質問書 （様式任意） に質問ＦちＩ容を記入の

上、 ４の照会先ま で提出してく ださ い。

７　 申請書類　 一‾戸ｙ移住体験住宅指定管肖１考募集要項で指定する書類を提ｉする こと。

８　 申請期ｍＲび申請書類の提ｍ場所

令和 ８年 ４　Ｊｊ　１３　日（大ｊ ）か ら令和８ 年４ １２４日 （金）ま での休日 を除 く毎 日午前８ 時３０

分か ら午後５ 時１５分まで、４ の照、会先に郵送又は持参する こと。

９　 申請の無効

このぬ告に示 した 申請参加資格のない者のした申請、 その他申請に関する条件に違縦 した申

請は、無効と する。

１０　その他

售琳について は、 一ＦＦを画総務部政策を画素が提示する 一ＦＲｒ移住体験住宅指定管万考募

集要項に よる。


